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西尾市

故人様のご逝去を悼み、謹んで心からお悔やみ申し上げます。
西尾市では、ご遺族の方が届出をされる市役所を中心とした諸
手続きにつきまして、少しでもわかりやすくご案内するために
ハンドブックを作成しました。
このハンドブックがご遺族の皆さまのお役に立ちましたら幸い
です。

西尾市長

※本冊子の内容は、編集時点での最新の情報に基づいています。
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各種手続きチェックリスト（５～８ページ参照）
来庁日までに、9ページ以降の手続き内容と必要な持ち物をご確認ください。
今後、生命保険や金融機関の手続きの際、住民票・戸籍の各種証明書の提出
を求められる場合があります。事前に提出先へ必要な書類をご確認ください。
※証明書は死亡届出日等により、発行できない場合があります。

持ち物の確認 
2ページの「来庁時の持ち物について」
をご確認ください。

おくやみコーナーの利用（４ページ参照）
「おくやみコーナー」を利用することで、保険年金課、長寿課、福祉課、子育て
支援課の手続きをまとめて行うことができます。
ご利用の際は、4ページをご確認の上、ご予約ください。

委任状について 
来庁される方と亡くなられた方とのご関係によっては、委任状が必要になる場合が
あります。詳しくは、該当する課までお問い合わせください。

ご来庁ください
この冊子と必要な持ち物をご持参の上、お越しください。

おくやみ手続きについて

西尾市ではご遺族の負担軽減を考え、
おくやみ手続きナビも作成しております。

約 50 種類以上ある手続きの中から、簡単な質問に答えるだけ
で必要な手続きが抽出できるナビゲーションツールです。

ぜひご活用ください。
URL：https://www.okuyaminavi.net/municipalities/23213

事前準備について

おくやみ手続きナビのご案内

西尾市役所にて各種手続きをする今後の流れになります。
まずはこちらをご確認いただき、ご来庁の前に、事前準備をしましょう。

おくやみ
手続きナビは

こちらから

質問に答える
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本人確認書類について

□  １点で本人確認できる書類（顔写真付きに限る） 
運転免許証、運転経歴証明書（平成２４年４月１日以降のもの）、パスポート、
マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書　など

□  ２点で本人確認できる書類 
健康保険・後期高齢者医療の資格確認書、
介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金手帳、
学生証、診察券（氏名・生年月日入り）　など　

※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

来庁時の持ち物について

□ 来庁される方の本人確認書類

※本人確認書類以外の必要なものは、各種手続きページの「必要な持ち物」をご覧ください。

MEMO  

死
亡
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３
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物
）
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５
年
以
内
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年
金
請
求
・
遺
族
年
金
請
求

身近な人が亡くなられた後の手続きなどの一般的な流れ（目安）
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西尾市斎場やすらぎ苑のご案内
火葬当日は、「火葬許可証」「西尾市斎場利用許可証」が必要です。火葬許可証等は、市役所

で死亡届を提出する際に発行されますのでやすらぎ苑受付窓口に各 1 部提出してください。（葬
祭業者がお預かりして代わりに提出することがあります）

「火葬許可証」の提出がないと火葬を執行することはできません。火葬終了後に、火葬を証明
した書類をお返しいたします。

※納骨の際に必要になりますので、大切に保管してください。

 

１　焼骨のお引き取りについて
焼骨はやすらぎ苑で引き取りできませんのでご承知ください。

 

２　柩の中への副葬品（ふくそうひん）について
柩の中に副葬品を入れますと、火葬時間の超過やダイオキシン類の発生を招いたり、火葬中

に爆発しご遺体や火葬炉に損傷を与えてしまうなどの事故の原因になりますので生花を除く副
葬品を棺の中に入れることはおやめください。

 

３　心臓病ペースメーカー等の医療機器を使用している場合について
ペースメーカー使用者の火葬の際に、爆発事故が起きておりますので、医療機器を埋め込ん

でいる場合は、事前にその旨を葬祭業者または斎場職員にお知らせください。

 

４	 やすらぎ苑を利用される方へ
（1）待合室のご使用後は、清掃、整理、整頓をお願いいたします。

（2）持ち込んだ飲食物のごみ、弁当等の空き容器、缶、ビン等はお持ち帰りください。

（3）アルコール飲料の持ち込みや飲酒は禁止とします。

（4）苑内の施設・敷地内は禁煙です。

（5）ペットの同伴はご遠慮ください。（ほじょ犬は除く）

（6）エアコンのエコ運転にご協力ください。

（7）�周りに迷惑をかける行為またはそのおそれがある場合、入館の禁止もしくは退館していた
だく場合があります。

【斎場やすらぎ苑】

所　在　地：西尾市吉良町宮迫樫木 15 番地

電話番号：0563-35-2233

受付時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時

休　苑　日：1 月 1 日、1 月 2 日、友引の日

斎場やすらぎ苑の利用方法はこちら

https://www.city.nishio.aichi.jp/
shisetsu/kankyo/1003919.html
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おくやみコーナーについて
身近な方が亡くなられた際には、様々な手続きが必要となります。西尾市では、ご遺族の方
が少しでも不安や負担なく手続きが行えるよう「おくやみコーナー」を開設しています。

※おくやみコーナーを利用せず、各担当課で直接手続きすることもできます。

おくやみコーナーのご案内＜事前予約制＞

●手続き内容 
保険年金課、長寿課、福祉課、子育て支援課の手続きをまとめて行うことができます。

●利用時間
①午前 9 時～　②午前 10 時 30 分～　③午後 1 時 30 分～　④午後 3 時～

●場所
市役所 1 階　長寿課と保育課の間の窓口（60 ページ参照）

●利用対象者 
西尾市に住民登録があった方のご遺族

●持ち物
各種手続きページの「必要な持ち物」をご確認いただき、ご準備ください。
ご不明な点は、該当する課へ事前にお問い合わせください。

※当日は予約時間にお越しください。
※状況により、ご予約いただいた方もお待ちいただく場合があります。

予約方法について

予約受付日から２開庁日以降のご予約ができます。
（亡くなった日から 15 日間ご利用できます。）

●市民課　旅券担当「おくやみコーナー事前予約」

予 約 電 話 番 号：0563-65-2198
予 約 受 付 時 間：平日午前 9 時～午後 4 時（年末年始を除く）

　当日手続き時間：①午前 9 時～　　　　②午前 10 時 30 分～
　　　　　　　　　③午後 1 時 30 分～　  ④午後 3 時～
　※①～④いずれかの空き時間をご指定いただきます。
　※ご希望の日時にご予約いただけない場合があります。

手続き日時

令和　　年　　月　　日（　　）
□	午前 9時～	 □	午前 10 時 30 分～
□	午後 1時 30 分～	 □	午後 3時～

①午前 9 時～　②午前 10 時 30 分～　③午後 1 時 30 分～　④午後 3 時～

各種手続きページの「必要な持ち物」をご確認いただき、ご準備ください。
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 該当事項 手続き 完了
✓ 期 限

おくやみ
コーナー
利用可否 

ページ

住
民
登
録

マイナンバーカード・マイナン
バー通知カードを持っていた カードの保管（返却不要） □ － －

P.9
印鑑登録をしていた 印鑑登録証（カード）の返却また

は破棄 □ なし ×

外国人住民である 在留カード・特別永住者証の返却 □ 亡くなった日またはカー
ドの発見から14 日以内

× P.10

保
険

国民健康保険に加入していた

資格確認書、各種認定証の返却
または破棄 □ すみやかに 〇

P.11
葬祭費の申請 □ 葬祭を行った日の翌

日から 2 年以内
〇

後期高齢者医療保険に加入
していた

資格確認書の返却または破棄 □ すみやかに 〇

P.12葬祭費の申請 □ 葬祭を行った日の翌
日から 2 年以内

〇

高額療養費の申請 □ すみやかに 〇

後期高齢者医療保険料の手続き
（納付・還付） □ すみやかに 〇

P.13

送付先変更届 □ すみやかに 〇

年
金

国民年金に加入または受給
していた 必要な手続きの確認 □ すみやかに 〇  

※案内のみ P.14

厚生年金に加入または受給
していた 必要な手続きの確認 □ すみやかに 〇  

※案内のみ P.15

共済年金に加入または受給
していた 必要な手続きの確認 □ すみやかに ×

P.16

農業者年金を受給していた 農業者年金死亡関係届出書の提出 □ 亡くなった日から10
日以内

×

恩給を受給していた 必要な手続きの確認 □ すみやかに × P.17

税
金

市税の納付が済んでいない 納付に係る手続き □ 納税通知書に記載の
納期限まで

×
P.18

市税を口座振替で納付していた 振替口座の変更または廃止の手続き □ すみやかに ×

市民税が課税されていた 市県民税の減免手続き □ 各期の納期限まで × P.19

固定資産（土地・家屋）を持っ
ていた 所有者の変更 □ 相続が発生した年内 × P.20

固定資産（土地・家屋）を持っ
ていたが、所有権変更の手続
きが年内に完了できない

固定資産税に関する相続人代表者
指定届の提出 □

相続が発生した年内 
※郵送で相続人代表
者指定（変更）届が届
いた方は約2週間以内

× P.21

原動機付自転車（125cc以下）・
小型特殊自動車・ミニカー（50cc
以下）を所有していた

相続人への名義変更 □ 亡くなった日から15日
以内

×
P.22

廃車の手続き □ 亡くなった日から30日
以内

×
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 該当事項 手続き 完了
✓ 期 限

おくやみ
コーナー
利用可否

ページ

介
護
保
険

65歳以上または介護認定を受
けていた 被保険者証などの返却または破棄 □ なし 〇

P.23
介護認定の申請中で調査済み
である 介護認定申請の取り下げ □ すみやかに 〇

介護保険料等が発生していた 介護保険料の手続き（納付・還付）
または高額介護サービス費の支給 □ すみやかに 〇 P.24

福
祉
医
療

福祉医療を受給していた
受給者証の返却および資格喪失の届出 □ すみやかに 〇

P.25
福祉医療費の支給申請 □ 支払った日の翌日か

ら 5 年以内
〇

高
齢
者
福
祉

高齢者福祉サービスを利用し
ていた 喪失届等の提出 □ すみやかに 〇

P.26

福
祉
︵
障
が
い
︶

身体障害者手帳、精神障害者
保健福祉手帳、療育手帳を
持っていた

各種手帳の返却 □ すみやかに 〇

戦傷病者手帳を持っていた 戦傷病者手帳の返却 □ すみやかに ×
P.27

西尾市障害者扶助料を受給し
ていた 喪失の手続き □ すみやかに 〇

特別障害者手当を受給してい
た 特別障害者手当資格喪失届の提出 □ 亡くなった日から14

日以内
〇

P.28
障害児福祉手当を受給してい
た 障害児福祉手当資格喪失届の提出 □ 亡くなった日から14

日以内
〇

愛知県在宅重度障害者手当を
受給していた

在宅重度障害者手当資格喪失届の
提出 □ 亡くなった日から14

日以内
〇

P.29
自立支援医療受給者証を持っ
ていた

自立支援医療受給者証（更生医
療・精神通院・育成医療）の返却 □ すみやかに 〇

心身障害者扶養共済制度の年
金に加入していた

【掛金を支払っていた方が亡くな
られた場合】
死亡・重度障害届出書、年金支給
請求書の提出

□
掛金を支払っていた
方が亡くなった日か
ら3年以内

〇

P.30
【年金受給予定の方が亡くなられ
た場合】
死亡・重度障害届出書、弔慰金請
求書の提出

□ 受給予定者が亡く
なった日から3年以内

〇

【年金を受給していた方が亡くな
られた場合】
死亡・重度障害届出書の提出

□ 亡くなった日から14日
以内

〇
P.31

福祉タクシーチケットを持っ
ていた

未使用分の福祉タクシーチケット
の返却または破棄 □ なし 〇

障害福祉サービスを利用して
いた

障害福祉サービス受給者証の返却
または保護者の変更 □ すみやかに 〇

P.32
地域生活支援事業を利用して
いた

地域生活支援事業受給者証の返却
または保護者の変更 □ すみやかに 〇

障害児通所支援を利用していた 通所受給者証の返却または保護者
の変更 □ すみやかに 〇 P.33

チ
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 該当事項 手続き 完了
✓ 期 限

おくやみ
コーナー
利用可否 

ページ

子
ど
も

児童手当を受給していた

【児童手当受給者が亡くなられた場合】 
受給者変更・未払い手当の請求手続き □

原則、受給者が亡くなっ
た日の翌日から数えて
15 日以内

〇

P.34
【児童手当対象児童が亡くなられた場合】 
児童手当消滅・減額の手続き □ すみやかに 〇

児童扶養手当、愛知県遺児
手当、西尾市遺児手当を受
給していた

【各種手当受給者が亡くなられた場合】 
資格喪失届の提出 □ 受給者が亡くなった日

から数えて 14 日以内 〇

P.35
【各種手当対象児童が亡くなられた場合】 
各種手当消滅・減額の手続き □ すみやかに 〇

ひとり親家庭になった 児童扶養手当などの認定申請の手続
き □ すみやかに 〇 P.36

特別児童扶養手当を受給し
ていた

【保護者が亡くなられた場合】 
特別児童扶養手当資格喪失届の提出 
（未払い分がある場合は未払手当請
求書の提出、受給資格が継続する場
合は認定請求書の提出）

□ 亡くなった日から14 日
以内 〇

P.37

【対象児童が亡くなられた場合】 
特別児童扶養手当資格喪失届（また
は額改定届）の提出

□ 亡くなった日から14 日
以内 〇

養育医療の助成を受けてい
た 養育医療券の返却または破棄 □ すみやかに 〇

P.38
保育所・認定こども園・幼
稚園等に通園していた

保護者変更の届出、退園の届出、支給
認定証の返却、口座の変更 □ すみやかに ×

児童クラブを利用していた

【利用児童が亡くなられた場合】 
退会手続き、家族構成変更手続き □ すみやかに 〇

P.39
【利用児童の同居親族が亡くなられ
た場合】 
家族構成変更手続き
※亡くなられた方名義の口座を登録
している場合、口座変更手続き

□ すみやかに 〇

上
下
水
道
等

上下水道を使用していた 水道の閉栓、使用者変更、振替口座
の変更 □ すみやかに ×

P.40
水道給水装置の所有者だっ
た 水道給水装置の所有権の移転 □ すみやかに ×

井戸を使用していた（下水
道に接続されており、井戸
水を使用している世帯）

世帯人数の変更手続き □ すみやかに ×

P.41
下水道事業受益者負担金を
納付中または徴収猶予中で
あった

受益者変更届の提出 □ 受益者の変更があった
日から14日以内 ×

し尿くみ取り式トイレを使
用していた（下水道・浄化
槽除く）

状況に応じて手続きが必要 □ すみやかに × P.42
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 該当事項 手続き 完了
✓ 期 限

おくやみ
コーナー
利用可否

ページ

住
ま
い

空き家を相続する方（亡く
なられた方の住居を管理す
る方も含む）

空き家の相談 □
様々なケースがある
ため、詳細は P.43 を
ご確認ください。

× P.43

そ
の
他

道路を占用していた 占用許可の廃止または名義変更の手続き □ すみやかに ×
P.44

河川を占用していた 占用許可の廃止または名義変更の手続き □ すみやかに ×

公共用物を使用していた
（水路、道路法に基づく認
定がされていない道路な
ど）

【市街化区域内の水路の場合】
使用の廃止または名義変更の手続き □

【使用の廃止】
亡くなった日から10
日以内

【名義の変更】
すみやかに

×

P.45

【市街化調整区域内の水路の場合】
使用の廃止または名義変更の手続き □

【使用の廃止】
亡くなった日から10
日以内

【名義の変更】
すみやかに

×

【道路法に基づく認定がされていな
い道路の場合】
使用の廃止または名義変更の手続き

□

【使用の廃止】
亡くなった日から10
日以内

【名義の変更】
すみやかに

×
P.46

犬を飼っていた 犬の所有者の変更 □ すみやかに ×

農地を所有していた 農地法第3条の3第1項の規定による
届出書の提出 □

権利を取得したこと
を知った日から、お
おむね 10 か月以内

×

P.47

森林を所有していた 森林法第10条の7の2第1項の規定に
よる届出書の提出 □ 所有者となった日から

90 日以内
×

市営住宅に住んでいる

【契約者が亡くなり、引き続き市営
住宅に入居したい場合】
市営住宅承継承認申請書の提出

□ 亡くなった日から 20
日以内

×

P.48
【契約者が亡くなり、市営住宅を返
還される場合】
市営住宅住宅返還届の提出

□ すみやかに ×

【市営住宅の同居者が死亡した場合】
同居者異動届の提出 □ 亡くなった日から 20

日以内
×

P.49
相続などに関する無料相談
を受けたい 相談の予約 □ － ×

チ
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ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

委
任
状
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告
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業
者
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簡単に手 続きを抽出したい
方はコチラから
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１．住民登録に関する手続き

マイナンバーカード・マイナンバー通知カードを持っていた

カードの保管（返却不要）手続き

手続詳細 期　限

亡くなった日をもってマイナンバーカードは失効します。

なお、マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書を返却する必要
はありません。

※民間事業者への手続きで亡くなられた方のマイナンバーを使用するこ
とがあります。１年程度は破棄せず、保管することをお勧めします。破
棄した場合、亡くなられた方のマイナンバーは確認できなくなります。

－

必要な持ち物 手続き可能な人

－ －

問合せ先
市民課　窓口担当（１階）
☎ 0563-65-2101

左記以外の
手続場所

支所 － おくやみ
コーナー －

印鑑登録をしていた

印鑑登録証（カード）の返却または破棄手続き

手続詳細 期　限

印鑑登録は亡くなった日をもって失効します。

印鑑登録証（カード）を返却または破棄してください。
なし

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の印鑑登録証（カード） どなたでも可

問合せ先
市民課　窓口担当（１階）
☎ 0563-65-2101

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー ×

MEMO  
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ッ
ク
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ス
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外
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外国人住民である

１．住民登録に関する手続き

在留カード・特別永住者証の返却手続き

手続詳細 期　限

「在留カード」または「特別永住者証明書」を出入国在留管理庁の窓口
へ返却してください。

郵送での返却の場合は、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。

　　　　　　　https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/

　　　　　　　nyuukokukanri10_00020.html

亡くなった日またはカード
の発見から14日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の在留カードまたは特別永住者証明書 親族または同居人

問合せ先

【窓口での返却】
　名古屋出入国在留管理局
　☎ 0570-052-259

【郵送での返却】
　東京出入国在留管理局　おだいば分室
　☎ 03-3599-1068

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

MEMO  
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ッ
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ト
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２．保険に関する手続き

国民健康保険に加入していた

手続詳細 期　限

資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、
標準負担額減額認定証、特定疾患療養受療証を返却または裁断等して
から破棄してください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の①国民健康保険資格確認書、②限度額適用・
標準負担額減額認定証、③限度額適用認定証、④標準負担額減
額認定証、⑤特定疾病療養受療証（①～⑤はお持ちの方のみ）

どなたでも可

問合せ先
保険年金課　国民健康保険担当（１階）
☎ 0563-65-2103

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

資格確認書、各種認定証の返却または破棄手続き①

手続詳細 期　限

被保険者が亡くなられたときは、葬 祭を行った方（喪 主）に葬 祭費
50,000円が支給されます。

※健康保険から埋葬料（費）の支給を受けることができる場合は、国民
健康保険からは支給されません。

葬祭を行った日の翌日から
2年以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 喪主であることが分かるもの（会葬礼状または葬祭執行証明書
など）

□ 喪主名義の振込先口座が分かるもの（預貯金通帳など）

葬祭を行った方（喪主）

問合せ先
保険年金課　国民健康保険担当（１階）
☎ 0563-65-2103

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

葬祭費の申請手続き②

MEMO  
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ェ
ッ
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ス
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外
の
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各
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続
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２．保険に関する手続き

後期高齢者医療保険に加入していた

手続詳細 期　限

資格確認書を返却または裁断等してから破棄してください。 すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書 どなたでも可

問合せ先
保険年金課　後期高齢者医療担当（１階）
☎ 0563-65-2105

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

資格確認書の返却または破棄手続き①

手続詳細 期　限

被保険者が亡くなられたときは、葬 祭を行った方（喪 主）に葬 祭費
50,000円が支給されます。

葬祭を行った日の翌日から
2年以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 喪主であることが分かるもの（会葬礼状または葬祭執行証明書
など）

□ 喪主名義の振込先口座が分かるもの（預貯金通帳など）

葬祭を行った方（喪主）

問合せ先
保険年金課　後期高齢者医療担当（１階）
☎ 0563-65-2105

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

葬祭費の申請手続き②

手続詳細 期　限

生前に支払った医療費のうち、一部が高額療養費として支給される場合
があります。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 相続人名義の振込先口座が分かるもの（預貯金通帳など） 相続人

問合せ先
保険年金課　後期高齢者医療担当（１階）
☎ 0563-65-2105

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

高額療養費の申請手続き③
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２．保険に関する手続き

後期高齢者医療保険に加入していた

手続詳細 期　限

被保険者が亡くなられたときは、加入月に応じて保険料額が変更になり
ます。

既に納付済みの保険料額を確認し、追徴、もしくは還付のご案内をしま
す。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 相続人名義の振込先口座が分かるもの（預貯金通帳など） 相続人

問合せ先
保険年金課　後期高齢者医療担当（１階）
☎ 0563-65-2105

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

後期高齢者医療保険料の手続き（納付・還付）手続き④

手続詳細 期　限

被保険者が亡くなられた場合、書類の送り先の変更が必要な場合があり
ます。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 相続人の本人確認書類 相続人

問合せ先
保険年金課　後期高齢者医療担当（１階）
☎ 0563-65-2105

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

送付先変更届手続き⑤

MEMO  
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３．年金に関する手続き

国民年金に加入または受給していた

必要な手続きの確認手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が加入していた年金や受給していた年金の種類、ご遺族
の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。

亡くなられた方等の基礎年金番号の分かるものを準備の上、お近くの年
金事務所にお問い合わせください。

なお、手続き先は年金事務所となりますが、出張年金相談（市役所・吉
良支所で開催）でも可能な場合もあります。

また、市役所保険年金課、各支所へのお問い合わせを希望される場合は
窓口のみ対応可能です。窓口に来られる方の本人確認書類と亡くなられ
た方等の基礎年金番号が分かるものを準備の上、ご来庁ください。お電
話でのお問い合わせについては本人確認できないためお答えすることが
できません。

※iDeco（イデコ）や基金など、個人で加入されていた年金については、各
団体へお問い合わせください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方等の基礎年金番号が分かるもの

□ 窓口に来られる方の本人確認書類（市役所保険年金課、各支所
の窓口でお問い合わせを希望される場合に必要）

親族

問合せ先

日本年金機構　刈谷年金事務所
☎ 0566-21-2110
保険年金課　国民年金担当（１階）
☎ 0563-65-2104

左記以外の
手続場所

支所
〇

※案内
のみ

おくやみ
コーナー

〇
※案内

のみ

MEMO  
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厚生年金に加入または受給していた

必要な手続きの確認手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が加入していた年金や受給していた年金の種類、ご遺族
の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。

亡くなられた方等の基礎年金番号が分かるものを準備の上、お近くの年
金事務所またはねんきんダイヤルにお問い合わせください。

なお、手続き先は年金事務所となりますが、出張年金相談（市役所・吉
良支所で開催）でも可能な場合もあります。

また、市役所保険年金課、各支所へのお問い合わせを希望される場合は
窓口のみ対応可能です。窓口に来られる方の本人確認書類と亡くなられ
た方等の基礎年金番号が分かるものを準備の上、ご来庁ください。お電
話でのお問い合わせについては本人確認できないためお答えすることが
できません。

※企業年金などについては、各団体へお問い合わせください。

※iDeco（イデコ）など、個人で加入されていた年金については、各団体へ
お問い合わせください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方等の基礎年金番号が分かるもの

□ 窓口に来られる方の本人確認書類（市役所保険年金課、各支所
の窓口でお問い合わせを希望される場合に必要）

親族

問合せ先

日本年金機構　刈谷年金事務所
☎ 0566-21-2110
ねんきんダイヤル
☎ 0570-05-1165
保険年金課　国民年金担当（１階）
☎ 0563-65-2104

左記以外の
手続場所

支所
〇

※案内
のみ

おくやみ
コーナー

〇
※案内

のみ

３．年金に関する手続き

MEMO  
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３．年金に関する手続き

共済年金に加入または受給していた

必要な手続きの確認手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が加入していた年金や受給していた年金の種類、ご遺族
の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。

亡くなられた方等の基礎年金番号の分かるものを準備の上、事前に各共
済組合へお問い合わせください。

※iDeco（イデコ）など、個人で加入されていた年金については、各団体へ
お問い合わせください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方等の基礎年金番号が分かるもの 親族

問合せ先 各共済組合 左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

農業者年金を受給していた

農業者年金死亡関係届出書の提出手続き

手続詳細 期　限

受給権者が亡くなられたとき、ご遺族の方は10日以内に住所地のJAへ
「農業者年金死亡関係届出書」を提出してください。

亡くなった日から10日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 農業者年金証書

□ 受給権者の亡くなった日が確認できる住民票、または除籍抄本
あるいは亡くなった日を明らかにすることができる証明書

相続人

問合せ先 農業協同組合（JA）各支店 左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

MEMO  
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恩給を受給していた

必要な手続きの確認手続き

手続詳細 期　限

総務省　恩給についての相談窓口へ必要な手続きをご確認ください。 すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

なし －

問合せ先
総務省　恩給についての相談窓口
☎ 03-5273-1400

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

３．年金に関する手続き

MEMO  
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４．税金に関する手続き

市税の納付が済んでいない

納付に係る手続き手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方の市税の納付が済んでいない場合は、相続人の方が亡く
なられた方に代わって納付していただく必要がありますので、納付状況
等をご確認ください。

納税通知書に記載の納期
限まで

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 手続きされる方が相続人であることが分かる書類（戸籍謄本など）

□ 手続きされる方の本人確認書類

相続人

問合せ先
収納課　第１徴収担当（２階）
☎ 0563-65-2130

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー ×

市税を口座振替で納付していた

振替口座の変更または廃止の手続き手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方名義の口座から振替していた場合は、振替口座の変更ま
たは廃止の手続きを行う必要があります。

市内の取扱金融機関または本庁・各支所で「口座振替依頼書兼廃止
届」を記入し、提出してください。

　　　　　　「口座振替依頼書兼廃止届」の郵送申込はこちら

　　　　　　 �https://ttzk.graffer.jp/city-nishio/smart-apply/surveys-
alias/kofuri-irai

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 預貯金通帳、通帳の届出印

□ 納税通知書や納付書などの納税義務者名が確認できるもの

□ 手続きされる方の本人確認書類

相続人

問合せ先
収納課　管理担当（２階）
☎ 0563-65-2132

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー ×

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

委
任
状
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４．税金に関する手続き

MEMO  

市民税が課税されていた

市県民税の減免手続き手続き

手続詳細 期　限

市県民税は1月1日時点で西尾市に生活の本拠地がある方に対し、前年
所得等に基づき課税されます。したがって、1月2日以降に亡くなられた方
に対して1年間分の市県民税が課税され、その納税義務は相続人に受け
継がれます。なお、一定の要件に該当する場合は、市県民税が減免され
る可能性があります。詳細は市民税担当にお問い合わせください。

各期の納期限まで

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 手続きされる方が相続人であることが分かる書類（戸籍謄本など）

□ 手続きされる方の本人確認書類

相続人

問合せ先
税務課　市民税担当（２階）
☎ 0563-65-2124

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き
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事
業
者

相
続
に
つ
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て
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固定資産（土地・家屋）を持っていた

所有者の変更手続き

手続詳細 期　限

【登記されている土地・家屋】

法務局へ相続登記の申請が必要です。申請は相続人ご自身で行うこと
もできますが、司法書士等に依頼することもできます。

　※令和６年４月から相続登記の申請が義務化されています。

　　�所定の期限内に申請されないと１０万円以下の過料が科される可能
性があります。

【登記されていない家屋】

　税務課家屋担当へ「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。

相続が発生した年内

必要な持ち物 手続き可能な人

【登記されている土地・家屋】（相続登記）

　名古屋法務局ホームページにてご確認ください。

【登記されていない家屋】（未登記家屋の所有者変更届）

□ 相続を証明するもの（遺産分割協議書または遺言証書の写し）

□ 新所有者の印鑑登録証明書

※法定相続人が１人の場合は、戸籍謄本（被相続人の出生から死亡
までのもの）・法定相続情報一覧図・遺言証書のいずれか１点

新所有者となる方、

司法書士等

問合せ先

【登記されている土地・家屋】
　名古屋法務局西尾支局
　☎ 0563-57-2622

【登記されていない家屋】
　税務課　家屋担当（２階）
　☎ 0563-65-2128

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

４．税金に関する手続き

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
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４．税金に関する手続き

MEMO  

固定資産（土地・家屋）を持っていたが、所有権変更の手続きが年内に完了できない

固定資産税に関する相続人代表者指定届の提出手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方に固定資産税・都市計画税が課税されている場合、該当
する固定資産の所有者変更手続きが完了するまでの間の固定資産税・
都市計画税の納税通知書は、相続人の代表者に送付させていただくこ
とになります。

相続人のうち、どなたが相続人の代表者になられるのか「相続人代表者
指定届」に必要事項を記入し、提出してください。相続人が複数人いる
場合は、相続人代表者指定届に各相続人が氏名・住所等を自署してくだ
さい。

※�死亡後相当の期間内に「相続人代表者指定届」が提出されない場合、
市が相続人代表者を指定することがあります。

※�相続人が相続放棄をされた場合、家庭裁判所が発行する「相続放棄
申述受理通知書」の写しなどを提出してください。相続放棄をされた
方が複数人いる場合は、すべての方について提出が必要です。税務課
家屋担当までご連絡ください。

相続が発生した年内
※�郵送で相続人代表者指

定（変更）届が届いた方
は約2週間以内

必要な持ち物 手続き可能な人

【相続放棄をされた方がいる場合】

□ 相続放棄申述受理通知書の写し

相続人代表者となる方

問合せ先
税務課　家屋担当（２階）
☎ 0563-65-2128

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
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原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車・ミニカー（50cc以下）を所有していた

手続詳細 期　限

亡くなられた方の名義の車両を相続する場合は、必ず名義変更の手続き
をしてください。

※相続人以外の方への名義変更については、お問い合わせください。

亡くなった日から15日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 標識交付証明書

□ 手続きされる方の本人確認書類

①相続人

②相続人と同居の家族

③その他の方

問合せ先
税務課　税制・償却担当（２階）
☎ 0563-65-2125

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー ×

手続詳細 期　限

亡くなられた方の名義の車両（ナンバープレート）を相続しない場合は、

必ず廃車（ナンバープレートの返納）の手続きをしてください。
亡くなった日から30日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ ナンバープレート

□ 標識交付証明書

□ 手続きされる方の本人確認書類

①相続人

②相続人と同居の家族

③その他の方

問合せ先
税務課　税制・償却担当（２階）
☎ 0563-65-2125

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー ×

相続人への名義変更手続き①

廃車の手続き手続き②

４．税金に関する手続き

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
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５．介護保険に関する手続き

65歳以上または介護認定を受けていた

被保険者証などの返却または破棄手続き

手続詳細 期　限

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定
証を返却してください。

なし

必要な持ち物 手続き可能な人

亡くなられた方の①介護保険被保険者証、②介護保険負担割合証、
③介護保険負担限度額認定証（②、③はお持ちの方のみ）

どなたでも可

問合せ先
長寿課　保険料担当（１階）
☎ 0563-65-2118

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

介護認定の申請中で調査済みである

介護認定申請の取り下げ手続き

手続詳細 期　限

介護認定結果が不要の方は介護認定取り下げ書を提出してください。 すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

なし どなたでも可

問合せ先
長寿課　認定担当（１階）
☎ 0563-65-2122

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者
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て
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介護保険料等が発生していた

介護保険料の手続き（納付・還付）または高額介護サービス費の支給手続き

手続詳細 期　限

後日、市より亡くなられた方の保険料の未納または還付、高額介護サー
ビス費などの支給に関する案内を送付する場合がありますので、還付金
等振込口座指定書（送付先情報含む）を提出してください。

※特にひとり暮らしをされていた方、施設に入所されていた方は、送付
した郵便物が返戻されるおそれがあります。その場合は、還付金など
が振り込めなくなりますので、必ず提出してください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 相続人名義の振込先口座が分かるもの（預貯金通帳など） 相続人

問合せ先
長寿課　保険料担当（１階）
☎ 0563-65-2118

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

５．介護保険に関する手続き

MEMO  

チ
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６．福祉医療に関する手続き

福祉医療を受給していた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が以下の福祉医療受給者であった場合、受給者証の返却
および資格喪失の届出をしてください。

①障害者医療費受給者証

②精神障害者医療費受給者証

③後期高齢者福祉医療費受給者証

④子ども医療費受給者証

⑤母子家庭等医療費受給者証

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 手続きされる方の本人確認書類

□ 亡くなられた方の①障害者医療費受給者証、②精神障害者医療
費受給者証、③後期高齢者福祉医療費受給者証、④子ども医療
費受給者証、⑤母子家庭等医療費受給者証

どなたでも可

問合せ先
保険年金課　福祉医療担当（１階）
☎ 0563-65-2106

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

受給者証の返却および資格喪失の届出手続き①

手続詳細 期　限

亡くなられた方が福祉医療受給者であった場合、生前に県外受診等で医
療機関の窓口で支払った一部負担金があるときは、相続人の代表者に
支給します。

支払った日の翌日から5年
以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 領収書（医療保険対象の総点数が記載されているもの）

□ 相続人代表者名義の振込先口座が分かるもの（預貯金通帳など）

相続人の代表者

問合せ先
保険年金課　福祉医療担当（１階）
☎ 0563-65-2106

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

福祉医療費の支給申請手続き②
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高齢者福祉サービスを利用していた

喪失届等の提出手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が以下のサービスを利用していた場合、利用終了の連絡
および喪失届等の提出をしてください。

①ねたきり高齢者等おむつ支給給付券

②高齢者配食サービス事業助成利用券

③緊急通報システム

④高齢者おかえりネットワーク

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 手続きされる方の本人確認書類 どなたでも可

問合せ先
長寿課　高齢者福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2121

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

７．高齢者福祉に関する手続き

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っていた

各種手帳の返却手続き

手続詳細 期　限

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳は亡くなった日を
もって失効します。各種手帳を返却してください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
　 または療育手帳

どなたでも可

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2113（身体・療育）
☎ 0563-65-2115（精神）

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

８．福祉（障がい）に関する手続き
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８．福祉（障がい）に関する手続き

戦傷病者手帳を持っていた

戦傷病者手帳の返却手続き

手続詳細 期　限

戦傷病者手帳は亡くなった日をもって失効します。手帳を返却してくださ
い。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 手続きされる方の本人確認書類

□ 亡くなられた方の戦傷病者手帳

□ 委任を受けた場合、委任状

親族

委任を受けた方

問合せ先
福祉課　社会福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2114

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

西尾市障害者扶助料を受給していた

喪失の手続き手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が西尾市障害者扶助料を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。喪失手続きをしてください。

なお、未支給の扶助料がある場合、同一世帯の親族または別世帯の生
計同一者に支払います。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ �未支給の扶助料を受け取る方の振込先口座が分かるもの（預貯
金通帳など）

親族

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2113

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て



27 28

特別障害者手当を受給していた

特別障害者手当資格喪失届の提出手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が特別障害者手当を受給していた場合、死亡月をもって
受給資格が喪失となります。資格喪失届を提出してください。

なお、未支給の手当がある場合、次の順位で示す扶養義務者かつ生計
同一者に未払金を支払います。①配偶者、最多収入者②子③父母

亡くなった日から14日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ �未支給の手当を受け取る方の振込先口座が分かるもの（預貯金
通帳など）

親族

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2113

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

障害児福祉手当資格喪失届の提出手続き

障害児福祉手当を受給していた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が障害児福祉手当を受給していた場合、死亡月をもって
受給資格が喪失となります。資格喪失届を提出してください。

なお、未支給の手当がある場合、次の順位で示す扶養義務者かつ生計
同一者に未払金を支払います。①配偶者、最多収入者②子③父母

亡くなった日から14日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ �未支給の手当を受け取る方の振込先口座が分かるもの（預貯金
通帳など）

親族

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2113

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

８．福祉（障がい）に関する手続き
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８．福祉（障がい）に関する手続き

愛知県在宅重度障害者手当を受給していた

在宅重度障害者手当資格喪失届の提出手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が在宅重度障害者手当を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。資格喪失届を提出してください。

なお、未支給の手当がある場合、同一世帯の親族または別世帯の生計
同一者に支払います。

亡くなった日から14日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ �未支給の手当を受け取る方の振込先口座が分かるもの（預貯金
通帳など）

親族

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2113

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・育成医療）の返却手続き

自立支援医療受給者証を持っていた

手続詳細 期　限

自立支援医療受給者証は亡くなった日をもって使用できなくなります。

自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・育成医療）を返却してく

ださい。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・
育成医療）

どなたでも可

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2113（更生医療・育成医療）
☎ 0563-65-2115（精神通院）

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

MEMO  
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心身障害者扶養共済制度の年金に加入していた

【掛金を支払っていた方が亡くなられた場合】

手続詳細 期　限

掛金を支払っていた方が亡くなられた場合、年金支給の請求の手続きを
してください。

掛金を支払っていた方が亡
くなった日から3年以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の死亡診断書の写し

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 年金を受給される方の住民票

□ 年金管理者の住民票

□ 年金を受給される方の振込先口座が分かるもの（預貯金通帳など）

□ 加入証書

□ 口数追加証書

年金を受給される方、ま
たは年金管理者

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2113

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー 〇

死亡・重度障害届出書、年金支給請求書の提出手続き

【年金受給予定の方が亡くなられた場合】

手続詳細 期　限

年金受給予定の方が亡くなられた場合、弔慰金請求の手続きをしてくだ
さい。

受給予定者が亡くなった日
から3年以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 掛金を支払っていた方の住民票

□ 掛金を支払っていた方の振込先口座が分かるもの（預貯金通帳
など）

□ 加入証書

□ 口数追加証書

年金加入者、または年金
管理者

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2113

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー 〇

死亡・重度障害届出書、弔慰金請求書の提出手続き

８．福祉（障がい）に関する手続き
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８．福祉（障がい）に関する手続き

心身障害者扶養共済制度の年金に加入していた

【年金を受給していた方が亡くなられた場合】

手続詳細 期　限

年金を受給していた方が亡くなられた場合、死亡・重度障害届出書を提
出してください。

亡くなった日から14日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 愛知県心身障害者扶養共済制度年金証書

相続人

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2113

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー 〇

死亡・重度障害届出書の提出手続き

福祉タクシーチケットを持っていた

未使用分の福祉タクシーチケットの返却または破棄手続き

手続詳細 期　限

福祉タクシーチケットは亡くなった日をもって使用できなくなります。未
使用分があれば返却または破棄してください。

なし

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の未使用分の福祉タクシーチケット どなたでも可

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2113

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇
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障害福祉サービスを利用していた

障害福祉サービス受給者証の返却または保護者の変更手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が障害福祉サービスを受給していた場合、亡くなった日を
もって受給資格が喪失となります。障害福祉サービス受給者証を返却し
てください。

また、障害福祉サービス受給者証に記載のある保護者が亡くなられた場
合は保護者変更の手続きをしてください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 障害福祉サービス受給者証 どなたでも可

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2115

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

地域生活支援事業を利用していた

地域生活支援事業受給者証の返却または保護者の変更手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が地域生活支援事業を利用していた場合、亡くなった日
をもって資格喪失となります。地域生活支援事業受給者証を返却してく
ださい。

また、地域生活支援事業受給者証に記載のある保護者が亡くなられた
場合は保護者変更の手続きをしてください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 地域生活支援事業受給者証 どなたでも可

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2115

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

８．福祉（障がい）に関する手続き
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MEMO  

８．福祉（障がい）に関する手続き

障害児通所支援を利用していた

通所受給者証の返却または保護者の変更手続き

手続詳細 期　限

障害児通所支援を利用していた児童が亡くなられた場合、亡くなった日
をもって受給資格が喪失となります。通所受給者証を返却してください。

また、通所受給者証に記載のある保護者が亡くなられた場合は保護者
変更の手続きをしてください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 通所受給者証 どなたでも可

問合せ先
福祉課　障がい福祉担当（１階）
☎ 0563-65-2115

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇
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９．子どもに関する手続き

児童手当を受給していた

【児童手当受給者が亡くなられた場合】

手続詳細 期　限

児童手当の受給者が亡くなられた場合、受給者の変更および未払いの児
童手当の請求の手続きをしてください。

原則、受給者が亡くなった
日の翌日から数えて15日以
内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 健康保険の加入資格が分かるもの

□ 新たに受給者となる方名義の振込先口座が分かるもの（預貯金
通帳など）

□ 手続きされる方の本人確認書類

□ 請求者のマイナンバーカード等個人番号の分かるもの

【未払いの児童手当がある場合】

□ 児童手当対象のお子様名義の通帳またはキャッシュカード

受給者が亡くなられた後、
対象児童を監護される方

問合せ先
子育て支援課　手当担当（１階）
☎ 0563-65-2109

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

受給者変更・未払い手当の請求手続き手続き

【児童手当対象児童が亡くなられた場合】

手続詳細 期　限

児童手当の対象児童が亡くなられた場合、受給資格の消滅または減額
の手続きをしてください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 受給者

問合せ先
子育て支援課　手当担当（１階）
☎ 0563-65-2109

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

児童手当消滅・減額の手続き手続き
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MEMO  

９．子どもに関する手続き

児童扶養手当、愛知県遺児手当、西尾市遺児手当を受給していた

【各種手当受給者が亡くなられた場合】

手続詳細 期　限

受給者が亡くなられた場合、亡くなった日の属する月の手当までが支給
されます。未払いの手当がある場合は、別途手続きが必要ですので、ご
相談ください。

受給者が亡くなった日から
数えて14日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 各種手当対象のお子様名義の口座が分かるもの（預貯金通帳など） 受給者が亡くなられた後、
対象児童を監護される方

問合せ先
子育て支援課　手当担当（１階）
☎ 0563-65-2109

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー 〇

資格喪失届の提出手続き

【各種手当対象児童が亡くなられた場合】

手続詳細 期　限

各種手当の対象児童が亡くなられた場合、受給資格の消滅または減額
の手続きをしてください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 受給者

問合せ先
子育て支援課　手当担当（１階）
☎ 0563-65-2109

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー 〇

各種手当消滅・減額の手続き手続き
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MEMO  

９．子どもに関する手続き

ひとり親家庭になった

児童扶養手当などの認定申請の手続き手続き

手続詳細 期　限

18歳以下（18歳到達年度の末日まで）のお子様がいる方は、一定の要件
に該当する場合、各種手当の支給対象になります。別途手続きが必要で
すので、ご相談ください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 受給者が亡くなられた後、
対象児童を監護される方

問合せ先
子育て支援課　手当担当（１階）
☎ 0563-65-2109

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー 〇
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【保護者が亡くなられた場合】

特別児童扶養手当を受給していた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた保護者の場合、死亡
月をもって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の
手続きが必要です。また、受給資格が継続する場合は受給者変更の手
続きをしてください。

亡くなった日から14日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 死亡診断書の写しまたは戸籍抄本
　（受給者変更のため戸籍謄本を提出する場合は省略可）

□ �未払い分がある場合は、手当対象のお子様名義の振込先口座が
分かるもの（預貯金通帳など）

□ 受給資格が継続する場合は、認定請求者の戸籍謄本、振込先口
座の預貯金通帳の写し

親族

問合せ先
子育て支援課　手当担当（１階）
☎ 0563-65-2109

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー 〇

特別児童扶養手当資格喪失届の提出
（未払い分がある場合は未払手当請求書の提出、受給資格が継続する

場合は認定請求書の提出）
手続き

特別児童扶養手当資格喪失届（または額改定届）の提出手続き

【対象児童が亡くなられた場合】

手続詳細 期　限

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた児童の場合、死亡月
をもって受給資格が喪失となります。他に特別児童扶養手当の対象児童
がいる場合は額改定の手続きをしてください。

亡くなった日から14日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 親族

問合せ先
子育て支援課　手当担当（１階）
☎ 0563-65-2109

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー 〇

９．子どもに関する手続き
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９．子どもに関する手続き

養育医療の助成を受けていた

養育医療券の返却または破棄手続き

手続詳細 期　限

養育医療券を交付していた乳児が亡くなられた場合、その乳児の医療券
は亡くなった日をもって失効となりますので、返却または裁断等してから
破棄してください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 乳児の養育医療券 乳児の保護者

問合せ先
保険年金課　福祉医療担当（１階）
☎ 0563-65-2106

左記以外の
手続場所

支所 〇 おくやみ
コーナー 〇

保育所・認定こども園・幼稚園等に通園していた

保護者変更の届出、退園の届出、支給認定証の返却、口座の変更手続き

手続詳細 期　限

【保護者が亡くなられた場合】

　保護者および世帯員の変更の手続きをしてください。

【児童が亡くなられた場合】

保育所・認定こども園・幼稚園等に通園していた場合、施設の退園の
手続きをしてください。

【口座を登録されていた方が亡くなられた場合】

　変更の手続きが必要な場合があります。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

個別の状況に応じてご案内します。 同居の親族

問合せ先
保育課　入園担当（１階）
☎ 0563-65-2110

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×
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児童クラブを利用していた

【利用児童が亡くなられた場合】

手続詳細 期　限

亡くなられた児童が放課後児童クラブを利用していた場合、退会の手続
きをしてください。

月の前半（1日～15日まで）に亡くなられた場合は保育料半額、月の後半
（16日～月末まで）に亡くなられた場合は、保育料が全額かかります。

すみやかに
※�手続きが遅れると、保育

料の払い過ぎが発生す
る場合があり、還付には
お時間がかかります。

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 親族

問合せ先
子育て支援課　こども政策担当（１階）
☎ 0563-65-2108

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー 〇

退会手続き、家族構成変更手続き手続き

【利用児童の同居親族が亡くなられた場合】

手続詳細 期　限

亡くなられた方の同居親族が放課後児童クラブを利用している場合、家
族構成変更の手続きをしてください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

【亡くなられた方名義の口座を登録している場合】

□ 新たに登録する口座の預貯金通帳、通帳の届出印

親族

問合せ先
子育て支援課　こども政策担当（１階）
☎ 0563-65-2108

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー 〇

家族構成変更手続き ※亡くなられた方名義の口座を登録している場合、口座変更手続き手続き

MEMO  

９．子どもに関する手続き
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１０．上下水道等に関する手続き

上下水道を使用していた

水道の閉栓、使用者変更、振替口座の変更手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が名義人の場合、名義変更、振替口座変更の手続きが必
要です。

また、水道を使用しない場合は水道の閉栓手続きをしてください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 使用者番号の分かる書類（使用水量のお知らせ、納付書等） 親族

問合せ先
上下水道営業課　お客様窓口（水道庁舎１階）
☎ 0563-57-1212

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

水道給水装置の所有者だった

水道給水装置の所有権の移転手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方から、新たな給水装置の所有者に名義を変更する手続が
必要です。

給水装置所有権移転届を提出してください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 使用者番号の分かる書類（使用水量のお知らせ、納付書等） 親族

問合せ先
上下水道営業課　お客様窓口（水道庁舎１階）
☎ 0563-57-1212

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

MEMO  
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井戸を使用していた（下水道に接続されており、井戸水を使用している世帯）

世帯人数の変更手続き手続き

手続詳細 期　限

井戸水を使用しており、その排水を下水道（農業集落排水含む）に流し
ている世帯の方が亡くなられた場合、世帯人数の変更手続きが必要です。
下水道世帯人員等変更届出書を提出してください。

※�郵送手続き可。下水道世帯人員等変更届出書は市ホームページからダ
ウンロードできます。

　　　　　　　https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/suido/

　　　　　　　1001406/1010679.html

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 親族

問合せ先
上下水道営業課　接続促進担当（水道庁舎１階）
☎ 0563-65-5120

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

下水道事業受益者負担金を納付中または徴収猶予中であった

受益者変更届の提出手続き

手続詳細 期　限

下水道事業受益者負担金を納付中または徴収猶予中の受益者が亡くな
られた場合は、受益者の変更手続きが必要です。下水道事業受益者変
更届を提出してください。

※�郵送手続き可。受益者変更届は市ホームページからダウンロードでき
ます。

　　　　　　　https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/suido/

　　　　　　　1001406/1001989.html

受益者の変更があった日
から14日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 新たに受益者となる方

問合せ先
上下水道営業課　料金担当（水道庁舎１階）
☎ 0563-65-2185

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

１０．上下水道等に関する手続き
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１０．上下水道等に関する手続き

し尿くみ取り式のトイレを使用していた（下水道・浄化槽除く）

状況に応じて手続きが必要手続き

手続詳細 期　限

し尿くみ取り式のトイレを使用している世帯の世帯主が亡くなられた場
合、下記のとおり手続きをしてください。

【世帯主が変更になった】

原則、手続きは不要です。新たな世帯主の方が自動的に使用者となり、
し尿くみ取りが継続されます。

手数料の支払い方法として口座振替を希望される場合は、別途口座
振替依頼の手続きが必要です。

【世帯人員が０人になった】

　手続きが必要です。ごみ減量課へご連絡ください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 預貯金通帳、通帳の届出印（口座振替希望の場合のみ） 親族

問合せ先
ごみ減量課
☎ 0563-65-3883

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

MEMO  
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空き家を相続する方（亡くなられた方の住居を管理する方も含む）

空き家の相談手続き

手続詳細 期　限

①近隣の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家およびその敷地
の適正な管理に努めてください。所有（相続）する建物や土地が原因
で隣家や通行人に被害を与えた場合、所有者・管理者は損害賠償責任
を問われる可能性があります。

②空き家の見回りサービスや解体費用一括見積サービス、空き家バンク
制度があります。

③相続した空き家を売却した際、一定の要件を満たせば、譲渡所得のう
ち、3,000万円を控除する特例措置を受けられる場合があります。

※詳細はお問い合わせください。

①すみやかに

②必要な場合

③空き家等の所有者が亡
くなった日から3年を経過
する日の属する年の12月31
日までに売却すること

必要な持ち物 手続き可能な人

【①、②】

□ 空き家の所在・所有が分かるもの（名寄帳、権利書、全部事項証
明書など）

【③】

□ 詳細はお問い合わせください。

空き家を相続する方、
空き家の管理をする方

問合せ先
地域つながり課　市民協働担当（２階）
☎ 0563-65-2178

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

１１．住まいに関する手続き
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１２．その他の手続き

道路を占用していた

占用許可の廃止または名義変更の手続き手続き

手続詳細 期　限

占用物件を撤去する場合は廃止届の提出を、名義を変更する場合は承
継届を提出してください。

※詳細は事前にお問い合わせください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

【占用の廃止】

□ 廃止届、占用許可書の写し、位置図および原状回復等届など

【名義の変更】

□ 道路の占用許可に基づく権利義務の承継届、占用許可書の写し

どなたでも可

問合せ先
土木課　管理担当（２階）
☎ 0563-65-2139

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

河川を占用していた

占用許可の廃止または名義変更の手続き手続き

手続詳細 期　限

占用物件を撤去する場合は廃止届の提出を、名義を変更する場合は承
継届を提出してください。

※詳細は事前にお問い合わせください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

【占用の廃止】

□ 廃止届、占用許可書の写し、位置図および河川復旧図など

【名義の変更】

□ 河川の占用許可に基づく権利義務の承継届、占用許可書の写し

どなたでも可

問合せ先
河川港湾課　河川担当（２階）
☎ 0563-65-2151

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×
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公共用物を使用していた（水路、道路法に基づく認定がされていない道路など）

【市街化区域内の水路の場合】

手続詳細 期　限

使用物件を撤去する場合は原状回復届出書の提出を、名義を変更する
場合は許可申請書を提出してください。

※詳細は事前にお問い合わせください。

【使用の廃止】
　亡くなった日から10日以内
【名義の変更】
　すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

【使用の廃止】
□ 原状回復届出書、許可書の写し、位置図および施設復旧図など
【名義の変更】
□ 許可申請書、許可書の写し

どなたでも可

問合せ先
下水道整備課　維持管理担当（水道庁舎３階）
☎ 0563-65-2190

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

使用の廃止または名義変更の手続き手続き

【市街化調整区域内の水路の場合】

手続詳細 期　限

使用物件を撤去する場合は法定外占用終了届の提出を、名義を変更す
る場合は法定外占用承継届を提出してください。

※詳細は事前にお問い合わせください。

【使用の廃止】
　亡くなった日から10日以内
【名義の変更】
　すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

【使用の廃止】
□ 終了届、許可書の写し、位置図および施設復旧図など
【名義の変更】
□ 承継届、許可書の写し、位置図および写真

どなたでも可

問合せ先
農地整備課　管理担当（２階）
☎ 0563-65-2199

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

使用の廃止または名義変更の手続き手続き

１２．その他の手続き
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公共用物を使用していた（水路、道路法に基づく認定がされていない道路など）

【道路法に基づく認定がされていない道路の場合】

手続詳細 期　限

使用物件を撤去する場合は終了届の提出を、名義を変更する場合は承
継届を提出してください。

※詳細は事前にお問い合わせください。

【使用の廃止】
　亡くなった日から10日以内
【名義の変更】
　すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

【使用の廃止】

□ 終了届、許可書の写し、位置図および施設復旧図など

【名義の変更】

□ 承継届、許可書の写し

どなたでも可

問合せ先
土木課　管理担当（２階）
☎ 0563-65-2139

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

使用の廃止または名義変更の手続き手続き

１２．その他の手続き

犬を飼っていた

犬の所有者の変更手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が犬の所有者であった場合、新たにその犬の所有者にな
る方は、犬の登録事項変更届を提出してください。

なお、新たな所有者が市外在住の場合は、その方の住所地の犬の登録関
係部署で手続きしてください。

すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

□ 犬の登録情報が分かるもの ※不明の場合はご相談ください。 新たに所有者となる方ま
たはその家族

問合せ先
環境保全課
☎ 0563-65-3881

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×
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森林法第10条の7の2第1項の規定による届出書の提出手続き

森林を所有していた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が地域森林計画対象民有林となっている森林を所有して
いた場合、その森林の権利を相続によって取得した方は、森林のある市
町村の長にその旨の届出をしてください。

所有者となった日から90日
以内

必要な持ち物 手続き可能な人

□ ��相続登記が完了した土地の登記事項証明書（全部事項証明書）で
３か月以内に発行のもの、またはその他届出の原因を証明する書面

□� 森林の土地の位置を示す図面（任意の図面に大まかな位置を記
入したもの）

権利を取得した方

問合せ先
農水振興課　林務担当（２階）
☎ 0563-65-2134

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

１２．その他の手続き

農地を所有していた

農地法第3条の3第1項の規定による届出書の提出手続き

手続詳細 期　限

亡くなられた方が農地を所有していた場合、その農地の権利を相続に
よって取得した方は、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出を
してください。

権利を取得したことを知っ
た日から、おおむね10か月
以内

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 権利を取得した方

問合せ先
西尾市農業委員会事務局

（農水振興課内）（２階）
☎ 0563-65-2134

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

MEMO  
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１２．その他の手続き

市営住宅に住んでいる

【契約者が亡くなり、引き続き市営住宅に入居したい場合】

手続詳細 期　限

契約者変更の手続きをしてください。

個別の状況に応じてご案内します。
亡くなった日から20日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 親族または関係者

問合せ先
建築課　市営住宅担当（２階）
☎ 0563-65-2146

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

市営住宅承継承認申請書の提出手続き

【契約者が亡くなり、市営住宅を返還される場合】

手続詳細 期　限

原状復帰（残置物の片付け等）、畳・襖の交換費用の支払いをしてください。

個別の状況に応じてご案内します。
すみやかに

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 親族または関係者

問合せ先
建築課　市営住宅担当（２階）
☎ 0563-65-2146

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

市営住宅住宅返還届の提出手続き

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き



4949

【市営住宅の同居者が死亡した場合】

手続詳細 期　限

家族構成変更の手続きをしてください。

個別の状況に応じてご案内します。
亡くなった日から20日以内

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 親族または関係者

問合せ先
建築課　市営住宅担当（２階）
☎ 0563-65-2146

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

同居者異動届の提出手続き

相続などに関する無料相談を受けたい

相談の予約手続き

手続詳細 期　限

事前予約により、以下の相談を受けることができます。

各相談により、開催日、予約期間が異なりますので事前にお問い合わせ
ください。（広報紙にも記載してあります。）

・司法書士による法律相談

・土地の売買や相続などの登記相談

・弁護士による法律相談

・相続や遺言などの書類作成相談（予約不要）

－

必要な持ち物 手続き可能な人

なし 市内在住の方

問合せ先
市民課　旅券担当（１階）
☎ 0563-65-2198

左記以外の
手続場所

支所 × おくやみ
コーナー ×

１２．その他の手続き

MEMO  
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故人が働いていた勤務先に対して、死亡退職届の提出や社員証の返却など、必要な手続きが
あります。一般的な手続きについて記載します。

項　目 期　日 備　考

死亡退職届の提出

すみやかに

故人が働いていた勤務先に、提出する必要がある
場合があります。

身分証明書（社員証など）の
返却

資格確認書やその他、勤務先から貸与を受けてい
たものを返却してください。

健康保険の切替え
被扶養者だった場合は、同時に資格を喪失します
ので、資格喪失後は他の医療保険制度へ加入する
必要があります。

最終給与、退職金などの請求
預貯金口座の確認とともに、勤務先に直接ご確認
ください。

埋葬料（費）の請求 2 年以内
協会けんぽ、勤務先が加盟している保険組合など
にお問い合わせください。

遺族厚生年金の請求 5 年以内
必要書類について、詳しくは年金事務所にお問い合
わせください。

亡くなられた方が会社員だった場合

亡くなられた方が個人事業主だった場合

故人が個人事業者であり、廃業する場合の一般的な手続きについて記載します。
なお、事業承継する場合については、相続での手続きが必要です。

項　目 期　日 備　考

事業廃止届出書 すみやかに

税務署に提出します。
西尾税務署
☎ 0563-57-3111

個人事業の
開業・廃業など届出書

1 か月以内
給与支払事務所などの
開設・移転・廃止届出書

所得税の青色申告の
取りやめ届出書

青色申告を取りやめようとする
年の翌年 3 月 15 日まで
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該当事項 ✓ 主な手続き 問い合わせ先

運転免許証 □ 返納手続きなど 西尾警察署 
☎ 0563-57-0110

預貯金口座など □ 口座凍結解除の手続き 各金融機関

株式など □ 名義変更など 各証券会社

生命保険など □ 死亡保険金の請求、
入院給付金の請求など

加入していた生命保険会社
または代理店

損害保険など □ 名義変更、解約など 加入していた損害保険会社
または代理店

国税関係（相続税・所得税・消費税） □
相続税の手続き
所得税・消費税申告など

西尾税務署
☎ 0563-57-3111

不動産登記関係 □ 土地・家屋等の所有者移転
（相続）登記など

名古屋法務局西尾支局
☎ 0563-57-2622

クレジットカード □ 解約

各契約会社

固定電話、携帯電話 □ 契約継承、解約

インターネット □

名義変更、解約
電気・ガス □

ケーブルテレビ □

NHK 受信料 □ ☎ 0120-15-1515

三輪・四輪の軽自動車 □

名義変更、廃車

軽自動車検査協会
愛知主管事務所三河支所 

☎ 050-3816-1772

普通自動車、二輪の軽自動車・小型
自動車

□
愛知運輸支局西三河

自動車検査登録事務所 
☎ 050-5540-2047

県営住宅 □ 家族構成の変更など
三河住宅管理事務所 

☎ 0564-23-1863

※手続きの際には、市役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が必要となる場合があり
ます。事前に各契約会社などにご確認ください。

□

少し落ち着いてから行う市役所外での手続きチェックリスト
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相続に関する手続きチェックリスト（2026年1月１日現在）

✓ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

すみやかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。市役
所または各支所の窓口で「相続に使用するため出
生から死亡までの戸籍謄本が必要です」とご相談
ください。

□ 遺言書の調査

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳および郵便物から調査し、
各事業者に問い合わせすることで、相続財産のほ
とんどを知ることができます。また、自宅以外の
不動産を所有している場合は、役所で「名寄帳」
を取得することで、課税対象の不動産を知ること
ができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ
提出するための遺産分割協議書の作成が必要とな
ります。

□ 相続放棄・限定承認 ３か月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□ 所得税の準確定申告 ４か月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに
確定した所得金額および税額を計算して、相続
の開始があったことを知った日の翌日から４か月以
内に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10か月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局の HP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図 （３親等内の親族）
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故人の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他
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· 早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
　相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。
·相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。
· 法改正以前に所有している相続登記・住所などの変更登記が済んでいない
　不動産についても、登記が義務化されます。
·問い合わせは、不動産の所在地を管轄している法務局へお願いいたします。
　相続・登記の専門家への相談もご検討ください。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に申請
しなければなりません。正当な理由がなく義務に
反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

不動産取得を知った日から3年以内に申請

反した場合、10万円以下の過料

			相続登記の申請の流れ

　戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定

　遺産分割協議・協議書の作成

協議・話し合いによる土地・建物の 所有者の確定とその書面化

　登記申請書の作成

法務局（登記所）提出書類の作成

　登記申請書の提出

法務局（登記所）へ提出

　登記完了
法務局（登記所）から登記完了証・ 登記識別情報通知書の交付

令和6年
4月1日から

遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、
次のステップ①からステップ⑤までの流れで行います。

ステップ
①

ステップ
②

ステップ
③

ステップ
④

ステップ
⑤

不動産不動産のの相続登記相続登記のルのルーールルがが
大きく変わりました。大きく変わりました。

義務に
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

　法定相続情報証明制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を
何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について
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各種証明書交付について 

◆◆住住民民票票      

交交付付場場所所  

・市役所、各支所 

手手数数料料  

・２００円 

 

持持ちち物物  

申請者：本人、本人と同一世帯員 

    申請者の本人確認書類 

申請者：その他の方（代理人） 

   代理人の本人確認書類、委任状 

※親族でも、別世帯の場合は委任状が必要です。 

◆◆住住民民票票（（除除票票））    

交交付付場場所所  

・市役所、各支所 

手手数数料料  

・２００円 

  

持持ちち物物  

申請者：相続人 

    相続人の本人確認書類、住民票の除票が 

必要な事が分かる資料 

※代理人の場合は、代理人の本人確認書類、相続人 

の委任状、住民票の除票が必要な事が分かる資料 

◆◆印印鑑鑑証証明明書書     

交交付付場場所所  

・市役所、各支所 

手手数数料料  

・２００円 

持持ちち物物  

・申請者の本人確認書類、本人の印鑑登録証（緑色、

または赤色の２つ折りの手帳） 

◆◆戸戸籍籍謄謄抄抄本本、、除除籍籍謄謄抄抄本本  （（改改製製原原戸戸籍籍）） 

交交付付場場所所  

・市役所、各支所 

手手数数料料  

・戸籍謄抄本 ４５０円 

・除籍謄抄本(改製原戸籍) ７５０円  

持持ちち物物  

申請者：本人、または本人と直系親族の方 

     申請者の本人確認書類 

申請者：その他の方（代理人） 

代理人の本人確認書類、委任状   
※※本本人人確確認認書書類類※※  

・１点確認…免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード、 

その他顔写真付き官公署発行の身分証明書 

・２点確認…各種健康保険の資格確認書、年金手帳、社員証、学生証など 

住所・氏名、または生年月日・氏名が確認できるもの 

 
※※死死亡亡届届出出後後のの戸戸籍籍（（除除籍籍））謄謄抄抄本本のの発発行行ににつついいてて※※  
 死亡届出後に届け出内容を反映した戸籍（除籍）謄抄本の発行は、届出日から約１週間後
より発行可能となります。 
（本籍地が他市の方又は他市で死亡届を届出された方は３週間程かかります。） 
 

※※そそのの他他注注意意点点ににつついいてて※※  

 住民票コード・マイナンバー記載の住民票は、代理人申請の場合は本人宛の郵送となります。 

また、住民票の除票にはマイナンバーの記載はできません。 
  

【【おお問問合合せせ先先】】  

市市民民課課  窓窓口口担担当当  00556633--6655--22110011、、戸戸籍籍担担当当  00556633--6655--221100００  
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西尾市ＬＩＮＥ
公式アカウント

住 民 票 ・ 戸 籍
住民票の写し
印鑑登録証明書
戸籍謄本（抄本）
戸籍の附票
転出届

身分証明書
独身証明書

税 証 明
所得・課税証明書

固定資産評価証明書・公課証明書
名寄帳

納税証明書
納税証明書（完納証明用）

軽自動車税納税証明書（継続検査用）

※水道や犬、国民健康保険の手続きもできます。

step１  必要なもの(事前準備)

i　スマート申請で取得できる証明書など

（クレジットカード、PayPay から選択可能）

住民票や税関係の証明書が欲しい。でも忙しくて市役所に行けない。
そんなときは、スマ―トフォン（スマホ）を使って、いつでも、どこでも、
いろいろな証明書などを取得できる「スマート申請」が便利です。

ＬＩＮＥから申請し、手数料をオンライン決済すれば、証明書などが自宅に届きます。

①マイナンバーカード（本人確認で使用）

②西尾市LINE公式アカウントを友だち追加

step２　受け取りまでの手順
①西尾市LINE公式アカウントのメニュー「電子申請」をタップ

②画面の案内に沿って本人確認用アプリをインストール

③申請フォームに必要事項を記入し、マイナンバーカードで本人確認

④スマートフォンで交付手数料をお支払い

⑤お支払いから約１週間で証明書をお届け ※郵送料無料
(原則、お支払いの翌開庁日に発送します)

その他
・マイナンバーカードの読取りに対応したスマートフォンが必要です。

・住民票の写しと印鑑登録証明書は、手数料半額（100円）の「コンビニ交付」もご利用いただけます。

【サービスに関するお問合せ先】
情報政策課　0563-65-2162(直通)
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北玄関
市金庫
ATM

正面玄関

エスカレーター

市民ロビー

11相談室

男子トイレ

女子トイレ

東玄関

市民課

保険年金課

12相談室

13相談室

市民モール
保育課

長寿課

福祉課
E

D
C

B
A

市民ロビー

男子トイレ
女子トイレ女子トイレ

16相談室

15相談室

14相談室

多目的室

行政情報
コーナー

西玄関
当直室 EV EV

EV
EV

女子
トイレ

だれでもトイレ

授乳室

男子
トイレ

南玄関
案内

南玄関

南玄関ホール南玄関ホール

総合
案内

階段階段

階段階段

だれでもトイレ
子育て支援課

階段階段

地域支援協働課

22Ｂ
会議室

22A
会議室

男子便所男子トイレ

女子トイレ

エスカレーター
21相談室

階段

23相談室23相談室

EVEV
EV
EV

税務課

収納課

22相談室

農水振興課

市民モール

建築課

土木課

女子トイレ

24相談室24相談室

21会議室
（防災会議室）
21会議室
（防災会議室）防災通信室

階段階段
女子
トイレ
女子
トイレ

男子トイレ
エレベーターホールエレベーターホール

階段階段

だれでも
トイレ
だれでも
トイレ

都市計画課

危機管理課危機管理課

階段階段

階段階段

31相談室31相談室

EVEVEV
EV

EV

総務課

ロビー

人事課

副市
長室

庁議室

トイレ
面談室面談室

（秘書）
待合
ロビー

副市
長室

応接室
市長室

応接室

階段階段

女子トイレ

記者室

　男子
トイレ

エレベーターホールエレベーターホール

だれでも
トイレ
だれでも
トイレ

資産経営課

広報広聴課

財政課

会議室
32
会議室

EVEVEVEV
EVEV

EVEV

42相談室42相談室
ロビー

教育委員会
教育庶務課

（特別支援学校設立準備室）
学校教育課

家庭児童
支援課

会計課42
会議室
42
会議室

41
会議室

教育長室

階段階段

階段階段

階段階段
　女子
トイレ

41相談室41相談室

だれでもトイレ

　男子
トイレ

エレベーターホールエレベーターホール

情報システム課情報システム課

企業誘致課
（産業創造推進室）

監査委員
事務局
監査委員
事務局

EVEV
EV

EV

42相談室42相談室
ロビー

教育委員会

教育庶務課
学校
教育課

家庭児童
支援課

会計課
会議室
42
会議室

41
会議室

教育長室

階段階段

階段階段

階段階段
　女子
トイレ

41相談室41相談室

だれでもトイレ

　男子
トイレ

エレベーターホールエレベーターホール

情報政策課

観光文化
振興課

監査委員
事務局
監査委員
事務局

EVEVEVEV
EV

EV

ロビー

書庫

総合書庫

54
会議室

51A
会議室 51B

会議室

52B
会議室 52A

会議室

51C
会議室

55
会議室 56

会議室

53Ｃ会議室
53Ｂ会議室

53Ａ会議室

階段階段

階段階段

階段階段

　女子
トイレ

　男子
トイレ

エレベーターホールエレベーターホール
だれでも
トイレ
だれでも
トイレ

57
会議室
57
会議室

議員談話室

EVEVEVEV
EV

EVEV
議会事務局

正副議長室

ホール

第 2委員会室

議場

ロビーロビー

傍聴席

　61A
会議室

第１委員会室

会派室
議員
図書室
議員
図書室

会派室会派室

会派室

会派室

階段階段

階段階段

階段階段

女子トイレ 傍聴者
ロビー

エレベーターホールエレベーターホール

応接室

だれでも
トイレ
だれでも
トイレ

階段階段

階段階段 機械室

機械室

西尾市役所

本庁舎配置図

※　　グレーの部分は機械室、倉庫などを表示しています。

31Ａ
会議室

秘書政策課

31Ｂ
会議室

商工振興課

地域つながり課

農地整備課
河川港湾課

スポーツ
振興課

公園緑地課

会派室 　61B
会議室

男子トイレ

議員
面談室

秘書政策課

北玄関
市金庫
ATM

正面玄関

エスカレーター

市民ロビー

11相談室

男子トイレ

女子トイレ

東玄関

市民課

保険年金課

12相談室

13相談室

市民モール
保育課

長寿課

福祉課
E

D
C

B
A

市民ロビー

男子トイレ
女子トイレ女子トイレ

16相談室

15相談室

14相談室

多目的室

行政情報
コーナー

西玄関
当直室 EV EV

EV
EV

女子
トイレ

だれでもトイレ

授乳室

男子
トイレ

南玄関
案内

南玄関

南玄関ホール南玄関ホール

総合
案内

階段階段

階段階段

だれでもトイレ
子育て支援課

階段階段

地域支援協働課

22Ｂ
会議室

22A
会議室

男子便所男子トイレ

女子トイレ

エスカレーター
21相談室

階段

23相談室23相談室

EVEV
EV
EV

税務課

収納課

22相談室

農水振興課

市民モール

建築課

土木課

女子トイレ

24相談室24相談室

21会議室
（防災会議室）
21会議室
（防災会議室）防災通信室

階段階段
女子
トイレ
女子
トイレ

男子トイレ
エレベーターホールエレベーターホール

階段階段

だれでも
トイレ
だれでも
トイレ

都市計画課

危機管理課危機管理課

階段階段

階段階段

31相談室31相談室

EVEVEV
EV

EV

総務課

ロビー

人事課

副市
長室

庁議室

トイレ
面談室面談室

（秘書）
待合
ロビー

副市
長室

応接室
市長室

応接室

階段階段

女子トイレ

記者室

　男子
トイレ

エレベーターホールエレベーターホール

だれでも
トイレ
だれでも
トイレ

資産経営課

広報広聴課

財政課

会議室
32
会議室

EVEVEVEV
EVEV

EVEV

42相談室42相談室
ロビー

教育委員会
教育庶務課

（特別支援学校設立準備室）
学校教育課

家庭児童
支援課

会計課42
会議室
42
会議室

41
会議室

教育長室

階段階段

階段階段

階段階段
　女子
トイレ

41相談室41相談室

だれでもトイレ

　男子
トイレ

エレベーターホールエレベーターホール

情報システム課情報システム課

企業誘致課
（産業創造推進室）

監査委員
事務局
監査委員
事務局

EVEV
EV

EV

42相談室42相談室
ロビー

教育委員会

教育庶務課
学校
教育課

家庭児童
支援課

会計課
会議室
42
会議室

41
会議室

教育長室

階段階段

階段階段

階段階段
　女子
トイレ

41相談室41相談室

だれでもトイレ

　男子
トイレ

エレベーターホールエレベーターホール

情報政策課

観光文化
振興課

監査委員
事務局
監査委員
事務局

EVEVEVEV
EV

EV

ロビー

書庫

総合書庫

54
会議室

51A
会議室 51B

会議室

52B
会議室 52A

会議室

51C
会議室

55
会議室 56

会議室

53Ｃ会議室
53Ｂ会議室

53Ａ会議室

階段階段

階段階段

階段階段

　女子
トイレ

　男子
トイレ

エレベーターホールエレベーターホール
だれでも
トイレ
だれでも
トイレ

57
会議室
57
会議室

議員談話室

EVEVEVEV
EV

EVEV
議会事務局

正副議長室

ホール

第 2委員会室

議場

ロビーロビー

傍聴席

　61A
会議室

第１委員会室

会派室
議員
図書室
議員
図書室

会派室会派室

会派室

会派室

階段階段

階段階段

階段階段

女子トイレ 傍聴者
ロビー

エレベーターホールエレベーターホール

応接室

だれでも
トイレ
だれでも
トイレ

階段階段

階段階段 機械室

機械室

西尾市役所

本庁舎配置図

※　　グレーの部分は機械室、倉庫などを表示しています。

31Ａ
会議室

秘書政策課

31Ｂ
会議室

商工振興課

地域つながり課

農地整備課
河川港湾課

スポーツ
振興課

公園緑地課

会派室 　61B
会議室

男子トイレ

議員
面談室

秘書政策課

西尾市役所本庁舎配置図

おくやみコーナー★おくやみコーナー★
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おくやみハンドブックに掲載している手続きのうち、各支所でも手続きできるものがあります。
手続きができる内容は、各種手続きをご確認いただくか、または各支所へお問い合わせください。

施設名 所　　在　　地 電話番号（代表）

一色支所 西尾市一色町一色東前新田 8 番地　 ☎ 0563-72-7111

吉良支所 西尾市吉良町荻原桐杭 18 番地 1 ☎ 0563-32-1111

幡豆支所 西尾市西幡豆町仲田 14 番地 2　 ☎ 0563-62-5511

支所一覧

西尾市役所水道庁舎配置図

第
２
会
議
室

ト
イ
レ

Ｅ
Ｖ

第
１
会
議
室

会
議
室

資
料
室

関玄

ト
イ
レ

水
道

整
備
課

（
配
水
）

ト
イ
レ

Ｅ
Ｖ

上下水道経営課

（建設）

上下水道営業課 水道整備課

（配水）

（維持・給水）

（接続促進）

（料金）

㈱フューチャーイン
（委託業者）

キ
リ
ト
リ
線
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チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き

※※
（（
注注

意意
））
委委

任任
者者

本本
人人

がが
全全

てて
のの

欄欄
をを

記記
入入

しし
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。
※※

（（
注注

意意
））
委委

任任
者者

本本
人人

がが
全全

てて
のの

欄欄
をを

記記
入入

しし
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

住 住
所所

住住
所所

氏氏
名名

氏氏
名名

生生
年年

月月
日日

生生
年年

月月
日日

**
上上

記記
戸戸

籍籍
関関

係係
書書

類類
がが

必必
要要

なな
場場

合合
、、

下下
記記

もも
ごご

記記
入入

くく
だだ

ささ
いい

。。
**
上上

記記
戸戸

籍籍
関関

係係
書書

類類
がが

必必
要要

なな
場場

合合
、、

下下
記記

もも
ごご

記記
入入

くく
だだ

ささ
いい

。。

本本
籍籍

本本
籍籍

筆筆
頭頭

者者
筆筆

頭頭
者者

住住
所所

住住
所所

氏氏
名名

氏氏
名名

生生
年年

月月
日日

生生
年年

月月
日日

委委
任任

状状
委委

任任
状状

（
あ

て
先

）
西

尾
市

長
（

あ
て

先
）

西
尾

市
長

私
は

、
下

記
の

者
を

代
理

人
と

し
て

下
記

事
項

の
申

請
（
届

出
）
及

び
受

領
の

権
限

を
委

任
し

ま
す

。
私

は
、

下
記

の
者

を
代

理
人

と
し

て
下

記
事

項
の

申
請

（
届

出
）
及

び
受

領
の

権
限

を
委

任
し

ま
す

。

委委 任任 事事 項項 にに ✔✔ しし てて くく だだ ささ いい

□
住 住

民民
票票

のの
写写

しし
（（
記記

載載
事事

項項
証証

明明
））
　

（
↓↓

記
載

内
容

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
）

委委 任任 事事 項項 にに ✔✔ しし てて くく だだ ささ いい

□
住 住

民民
票票

のの
写写

しし
（（
記記

載載
事事

項項
証証

明明
））
　

（
↓↓

記
載

内
容

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
）

　
□

個
人

の
み

を
記

載
す

る
　

□
世

帯
全

員
を

記
載

す
る

　
　

□
個

人
の

み
を

記
載

す
る

　
□

世
帯

全
員

を
記

載
す

る
　

　
□

本
籍

又
は

国
籍

・
地

域
を

記
載

す
る

 　
　

□
世

帯
主

・
続

柄
を

記
載

す
る

 
　

□
本

籍
又

は
国

籍
・
地

域
を

記
載

す
る

　
　

□
世

帯
主

・
続

柄
を

記
載

す
る

 

　
□

住
民

票
コ

ー
ド

番
号

を
記

載
す

る
　

((本本
人人

へへ
のの

郵郵
送送

交交
付付

とと
なな

りり
まま

すす
。。

))
　

□
住

民
票

コ
ー

ド
番

号
を

記
載

す
る

　
((本本

人人
へへ

のの
郵郵

送送
交交

付付
とと

なな
りり

まま
すす

。。
))

 ※
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
（
個

人
番

号
）
の

記
載

を
希

望
す

る
場

合
は

、
そ

の
他

の
欄

に

「
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

記
載

」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（ （
本本

人人
へへ

のの
郵郵

送送
交交

付付
とと

なな
りり

まま
すす

。。
））

 ※
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
（
個

人
番

号
）
の

記
載

を
希

望
す

る
場

合
は

、
そ

の
他

の
欄

に

「
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

記
載

」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（ （
本本

人人
へへ

のの
郵郵

送送
交交

付付
とと

なな
りり

まま
すす

。。
））

　
※

外
国

人
項

目
に

つ
い

て
は

原
則

記
載

さ
れ

ま
す

。
　

※
外

国
人

項
目

に
つ

い
て

は
原

則
記

載
さ

れ
ま

す
。

□
戸 戸

籍籍
謄謄

本本
（（
全全

部部
事事

項項
証証

明明
））
　

　
　

□
戸 戸

籍籍
抄抄

本本
（（
個個

人人
事事

項項
証証

明明
））

□
戸 戸

籍籍
謄謄

本本
（（
全全

部部
事事

項項
証証

明明
））
　

　
　

□
戸 戸

籍籍
抄抄

本本
（（
個個

人人
事事

項項
証証

明明
））

□
除 除

籍籍
謄謄

本本
（（
改改

製製
原原

戸戸
籍籍

等等
））
　

　
　

□
除 除

籍籍
抄抄

本本
（（
改改

製製
原原

戸戸
籍籍

等等
））

□
除 除

籍籍
謄謄

本本
（（
改改

製製
原原

戸戸
籍籍

等等
））
　

　
　

□
除 除

籍籍
抄抄

本本
（（
改改

製製
原原

戸戸
籍籍

等等
））

□
身 身

分分
証証

明明
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　

　
　

□
附 附

票票
のの

写写
しし

□
身 身

分分
証証

明明
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　

　
　

□
附 附

票票
のの

写写
しし

□□
異異

動動
届届

（（
転転

入入
・・
転転

居居
・・
転転

出出
等等

））
※

外
国

人
の

方
の

転
入

、
転

居
の

手
続

き
に

は
異

動
者

全
員

の
在

留
カ

ー
ド

等
が

必
要

で
す

。

□
異 異

動動
届届

（（
転転

入入
・・
転転

居居
・・
転転

出出
等等

））
※

外
国

人
の

方
の

転
入

、
転

居
の

手
続

き
に

は
異

動
者

全
員

の
在

留
カ

ー
ド

等
が

必
要

で
す

。

□
各 各

種種
保保

険険
証証

・・
受受

給給
者者

証証
のの

手手
続続

きき
□

各 各
種種

保保
険険

証証
・・
受受

給給
者者

証証
のの

手手
続続

きき

□
そ そ

のの
他他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ そ

のの
他他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

※※
((注注

意意
））

　　
ここ

のの
委委

任任
状状
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　　相 続　　 税理士法人つばさ経営

不動産・空き家 株式会社河建工業

不動産・空き家 株式会社東海地所

　　相 続　　 弁護士法人坂田法律事務所

　　相 続　　 税理士法人伊藤会計

　介護・福祉　 株式会社エイジプラス

　　相 続　　 加藤正治司法書士・行政書士事務所

　　相 続　　 相続総合相談窓口　M-link

　　相 続　　 株式会社エージェントジャパン

持ち物の整理 開運令和堂

MEMO  
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